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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薄膜トランジスタを有する画素回路を備える表示装置であって、
　前記薄膜トランジスタは、
　ゲート電極と、
　前記ゲート電極の上方に形成された半導体層と、
　前記ゲート電極と前記半導体層との間に形成されたゲート絶縁層と、
　前記半導体層上に形成された第１絶縁層と、
　前記第１絶縁層の上方に形成された、前記半導体層と電気的に接続されるソース電極及
びドレイン電極とを備え、
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極は、互いに異なる層に形成されており、
　前記ゲート電極は、平坦部と、当該平坦部の端から斜め下方に傾斜した傾斜部とを有し
、
　平面視において、前記半導体層は、前記平坦部内に位置し、
　前記第１絶縁層には、
　前記ソース電極が前記半導体層に接続するための第１コンタクトホールと、
　前記ドレイン電極が前記半導体層に接続するための第２コンタクトホールとが形成され
ており、
　平面視において、前記第１コンタクトホールと前記第２コンタクトホールとの間である
、前記半導体層のチャネル領域は、前記ソース電極及び前記ドレイン電極の少なくとも一



(2) JP 6330207 B2 2018.5.30

10

20

30

40

50

方に覆われている
　表示装置。
【請求項２】
　平面視において、前記半導体層は、前記ソース電極及び前記ドレイン電極の少なくとも
一方に覆われている
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極は、遮光性材料から構成される
　請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記薄膜トランジスタは、さらに、前記第１絶縁層の上方に形成された第２絶縁層を備
え、
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極の一方は、前記第１絶縁層上に形成され、
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極の他方は、前記第２絶縁層上に形成される
　請求項１～３のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記薄膜トランジスタは、前記画素回路が有する発光素子を駆動する駆動トランジスタ
であり、
　前記ソース電極は、前記ドレイン電極の上方に形成される
　請求項１～４のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記表示装置は、前記薄膜トランジスタの上方に形成された有機発光素子を備える
　請求項１～５のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項７】
　薄膜トランジスタを有する薄膜トランジスタ基板であって、
　ゲート電極と、
　前記ゲート電極の上方に形成された半導体層と、
　前記ゲート電極と前記半導体層との間に形成されたゲート絶縁層と、
　前記半導体層上に形成された絶縁層と、
　前記絶縁層の上方に形成された、前記半導体層と電気的に接続されるソース電極及びド
レイン電極とを備え、
　前記ソース電極及び前記ドレイン電極は、互いに異なる層に形成されており、
　前記ゲート電極は、平坦部と、当該平坦部の端から斜め下方に傾斜した傾斜部とを有し
、
　平面視において、前記半導体層は、前記平坦部内に位置し、
　前記絶縁層には、
　前記ソース電極が前記半導体層に接続するための第１コンタクトホールと、
　前記ドレイン電極が前記半導体層に接続するための第２コンタクトホールとが形成され
ており、
　平面視において、前記第１コンタクトホールと前記第２コンタクトホールとの間である
、前記半導体層のチャネル領域は、前記ソース電極及び前記ドレイン電極の少なくとも一
方に覆われている
　薄膜トランジスタ基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、表示装置及び薄膜トランジスタ基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置又は有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｓｅ）表示装置など
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のアクティブマトリクス方式の表示装置には、スイッチング素子又は駆動素子として薄膜
トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）が広く用いられて
いる。
【０００３】
　近年、表示装置には、大画面化及び低コスト化が求められており、容易に低コスト化が
可能な薄膜トランジスタとして、一般的には、ゲート電極がチャネル層より基板側に形成
されたボトムゲート型の構造を有し、Ｓｉ又はＩｎＧａＺｎＯといった材料のアモルファ
ス状態もしくは微結晶状態のチャネル層とを組合せた薄膜トランジスタが用いられる。ボ
トムゲート型の薄膜トランジスタは、チャネル層がエッチングされるチャネルエッチング
型の薄膜トランジスタと、チャネル層をエッチング処理から保護するチャネル保護型（エ
ッチングストッパ型）の薄膜トランジスタとの２つに大別される。
【０００４】
　チャネル保護型の薄膜トランジスタは、エッチング処理によるチャネル層へのダメージ
を防ぐことができ、基板面内での特性ばらつき及び経時的な特性変動を抑制することがで
きる。また、チャネル保護型の薄膜トランジスタの方が、ゲート絶縁膜を薄膜化し、かつ
、チャネル保護層を厚膜化することで、ＴＦＴのオン特性を向上させつつ、配線間交差に
よる寄生抵抗成分を低減して、データ書込みに関連する時定数を低減させることができる
ため、高速化及び高精細化には有利である。
【０００５】
　例えば、特許文献１には、微結晶半導体薄膜をチャネル層とするチャネル保護型の薄膜
トランジスタが開示されている。特許文献１に記載の薄膜トランジスタは、チャネル保護
層上に形成されたソース電極及びドレイン電極を有している。ソース電極及びドレイン電
極は、チャネル保護層に形成されたコンタクトホールを介して半導体層と電気的に接続し
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－１３５４６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記従来のチャネル保護型の薄膜トランジスタでは、オン抵抗を十分に
低減することができないという課題がある。
【０００８】
　例えば、オン抵抗を低減するためには、薄膜トランジスタの半導体層のチャネル長を短
くすればよい。チャネル長は、ソース電極へのコンタクト領域と、ドレイン電極へのコン
タクト領域との間の距離に起因する。このため、チャネル長を短くするためには、ソース
電極へのコンタクト領域と、ドレイン電極へのコンタクト領域との間の距離を短くすれば
よい。
【０００９】
　しかしながら、ソース電極とドレイン電極とは、物理的に分離させなければならない。
このため、上記従来のチャネル保護型の薄膜トランジスタでは、ソース電極へのコンタク
ト領域と、ドレイン電極へのコンタクト領域との間の距離を短くするのには限界がある。
【００１０】
　そこで、本開示は、オン抵抗がより低減された薄膜トランジスタを有する表示装置及び
薄膜トランジスタ基板を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するため、本開示の一態様に係る表示装置は、薄膜トランジスタを有す
る画素回路を備える表示装置であって、前記薄膜トランジスタは、ゲート電極と、前記ゲ
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ート電極の上方に形成された半導体層と、前記ゲート電極と前記半導体層との間に形成さ
れたゲート絶縁層と、前記半導体層上に形成された第１絶縁層と、前記第１絶縁層の上方
に形成された、前記半導体層と電気的に接続されるソース電極及びドレイン電極とを備え
、前記ソース電極及び前記ドレイン電極は、互いに異なる層に形成されている。
【発明の効果】
【００１２】
　本開示によれば、オン抵抗がより低減された薄膜トランジスタを有する表示装置及び薄
膜トランジスタ基板を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置の一部切り欠き斜視図である。
【図２】図２は、実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置における画素回路の構成を示す電気
回路図である。
【図３】図３は、実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置の一例を示す外観図である。
【図４】図４は、実施の形態に係る薄膜トランジスタの一例を示す平面図である。
【図５Ａ】図５Ａは、実施の形態に係る薄膜トランジスタの一例を示す概略断面図である
。
【図５Ｂ】図５Ｂは、実施の形態に係る薄膜トランジスタの別の一例を示す概略断面図で
ある。
【図６】図６は、実施の形態に係る薄膜トランジスタの別の一例を示す概略断面図である
。
【図７】図７は、実施の形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を示す概略断面図である
。
【図８】図８は、実施の形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を示す概略断面図である
。
【図９】図９は、実施の形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を示す概略断面図である
。
【図１０】図１０は、実施の形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を示す概略断面図で
ある。
【図１１】図１１は、実施の形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を示す概略断面図で
ある。
【図１２】図１２は、実施の形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を示す概略断面図で
ある。
【図１３】図１３は、実施の形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を示す概略断面図で
ある。
【図１４】図１４は、実施の形態に係る薄膜トランジスタの別の一例の製造方法を示す概
略断面図である。
【図１５】図１５は、実施の形態に係るソース電極とドレイン電極とが同層又は異なる層
に形成された場合のチャネル長について説明するための概略断面図である。
【図１６】図１６は、実施の形態の変形例に係る薄膜トランジスタの製造方法を示す概略
断面図である。
【図１７】図１７は、実施の形態の変形例に係る薄膜トランジスタの製造方法を示す概略
断面図である。
【図１８】図１８は、実施の形態の変形例に係る薄膜トランジスタの製造方法を示す概略
断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　（本開示の概要）
　本開示の一態様に係る表示装置は、薄膜トランジスタを有する画素回路を備える表示装
置であって、薄膜トランジスタは、ゲート電極と、ゲート電極の上方に形成された半導体
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層と、ゲート電極と半導体層との間に形成されたゲート絶縁層と、半導体層上に形成され
た第１絶縁層と、第１絶縁層の上方に形成された、半導体層と電気的に接続されるソース
電極及びドレイン電極とを備え、ソース電極及びドレイン電極は、互いに異なる層に形成
されている。
【００１５】
　これにより、ソース電極とドレイン電極とが互いに異なる層に形成されているため、基
板水平方向にソース電極とドレイン電極とを離間させなくてもよく、チャネル領域の長さ
（チャネル長）を短くすることができる。
【００１６】
　また、例えば、本開示の一態様に係る表示装置では、第１絶縁層には、ソース電極が半
導体層に接続するための第１コンタクトホールと、ドレイン電極が半導体層に接続するた
めの第２コンタクトホールとが形成され、平面視において、第１コンタクトホールと第２
コンタクトホールとの間である、半導体層のチャネル領域は、ゲート電極内に位置しても
よい。
【００１７】
　これにより、ゲート電極に印加されるゲート電圧によってチャネル領域全体を制御する
ことができるので、チャネル領域内に高抵抗領域が形成されるのを抑制し、オン抵抗の増
加を抑制することができる。
【００１８】
　また、例えば、本開示の一態様に係る表示装置では、平面視において、半導体層は、ゲ
ート電極内に位置してもよい。
【００１９】
　これにより、ゲート電極に印加されるゲート電圧によって半導体層全体を制御すること
ができるので、チャネル領域内に高抵抗領域が形成されるのを抑制し、オン抵抗の増加を
抑制することができる。
【００２０】
　また、例えば、本開示の一態様に係る表示装置では、第１絶縁層には、ソース電極が半
導体層に接続するための第１コンタクトホールと、ドレイン電極が半導体層に接続するた
めの第２コンタクトホールとが形成され、平面視において、第１コンタクトホールと第２
コンタクトホールとの間である、半導体層のチャネル領域は、ソース電極及びドレイン電
極の少なくとも一方に覆われていてもよい。
【００２１】
　これにより、チャネル領域がソース電極及びドレイン電極の少なくとも一方に覆われて
いるので、例えば、ソース電極及びドレイン電極が遮光性材料から構成されている場合に
、外部からの光がチャネル領域に到達するのを抑制することができる。したがって、チャ
ネル領域の光劣化による薄膜トランジスタの特性の劣化と、光でキャリアが励起されるこ
とによるオフ電流の増加とを抑制することができる。
【００２２】
　また、例えば、本開示の一態様に係る表示装置では、平面視において、半導体層は、ソ
ース電極及びドレイン電極の少なくとも一方に覆われていてもよい。
【００２３】
　これにより、半導体層がソース電極及びドレイン電極の少なくとも一方に覆われている
ので、例えば、ソース電極及びドレイン電極が遮光性材料から構成されている場合に、外
部からの光が半導体層に到達するのを抑制することができる。したがって、半導体層の光
劣化による薄膜トランジスタの特性の劣化と、光でキャリアが励起されることによるオフ
電流の増加とを抑制することができる。
【００２４】
　また、例えば、本開示の一態様に係る表示装置では、ソース電極及びドレイン電極は、
遮光性材料から構成されてもよい。
【００２５】
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　また、例えば、本開示の一態様に係る表示装置では、薄膜トランジスタは、さらに、第
１絶縁層の上方に形成された第２絶縁層を備え、ソース電極及びドレイン電極の一方は、
第１絶縁層上に形成され、ソース電極及びドレイン電極の他方は、第２絶縁層上に形成さ
れてもよい。
【００２６】
　また、例えば、本開示の一態様に係る表示装置では、薄膜トランジスタは、画素回路が
有する発光素子を駆動する駆動トランジスタであり、ソース電極は、ドレイン電極の上方
に形成されてもよい。
【００２７】
　これにより、駆動トランジスタの飽和領域特性がより平坦となり、表示均一性を向上さ
せることができる。
【００２８】
　また、例えば、本開示の一態様に係る表示装置では、表示装置は、薄膜トランジスタの
上方に形成された有機発光素子を備えてもよい。
【００２９】
　また、例えば、本開示の一態様に係る薄膜トランジスタ基板は、薄膜トランジスタを有
する薄膜トランジスタ基板であって、ゲート電極と、ゲート電極の上方に形成された半導
体層と、ゲート電極と半導体層との間に形成されたゲート絶縁層と、半導体層上に形成さ
れた絶縁層と、絶縁層の上方に形成された、半導体層と電気的に接続されるソース電極及
びドレイン電極とを備え、ソース電極及びドレイン電極は、互いに異なる層に形成されて
いてもよい。
【００３０】
　以下、薄膜トランジスタ基板及びその製造方法、並びに、薄膜トランジスタ基板を備え
る表示装置の一実施の形態について、図面を用いて説明する。なお、以下に説明する実施
の形態は、いずれも本開示における好ましい一具体例を示すものである。したがって、以
下の実施の形態で示される、数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続
形態、工程、並びに、工程の順序などは、一例であって本発明を限定する主旨ではない。
よって、以下の実施の形態における構成要素のうち、本発明における最上位概念を示す独
立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
【００３１】
　なお、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図に
おいて、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付しており、重複する説明は省略又
は簡略化する。
【００３２】
　（実施の形態１）
　［有機ＥＬ表示装置］
　まず、本実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置１０の構成について、図１を用いて説明す
る。図１は、本実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置の一部切り欠き斜視図である。
【００３３】
　図１に示すように、有機ＥＬ表示装置１０は、複数個の薄膜トランジスタが配置された
ＴＦＴ基板（ＴＦＴアレイ基板）２０と、下部電極である陽極４１、有機材料からなる発
光層であるＥＬ層４２及び透明な上部電極である陰極４３からなる有機ＥＬ素子（発光部
）４０との積層構造により構成される。
【００３４】
　ＴＦＴ基板２０には複数の画素３０がマトリクス状に配置されており、各画素３０には
画素回路３１が設けられている。
【００３５】
　有機ＥＬ素子４０は、複数の画素３０のそれぞれに対応して形成されており、各画素３
０に設けられた画素回路３１によって各有機ＥＬ素子４０の発光の制御が行われる。有機
ＥＬ素子４０は、複数の薄膜トランジスタを覆うように形成された層間絶縁膜（平坦化膜
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）の上に形成される。
【００３６】
　また、有機ＥＬ素子４０は、陽極４１と陰極４３との間にＥＬ層４２が配置された構成
となっている。陽極４１とＥＬ層４２との間にはさらに正孔輸送層が積層形成され、ＥＬ
層４２と陰極４３との間にはさらに電子輸送層が積層形成されている。なお、陽極４１と
陰極４３との間には、その他の有機機能層が設けられていてもよい。
【００３７】
　各画素３０は、それぞれの画素回路３１によって駆動制御される。また、ＴＦＴ基板２
０には、画素３０の行方向に沿って配置される複数のゲート配線（走査線）５０と、ゲー
ト配線５０と交差するように画素３０の列方向に沿って配置される複数のソース配線（信
号配線）６０と、ソース配線６０と平行に配置される複数の電源配線（図１では省略）と
が形成されている。各画素３０は、例えば、直交するゲート配線５０とソース配線６０と
によって区画されている。
【００３８】
　ゲート配線５０は、各画素回路３１に含まれるスイッチング素子として動作する薄膜ト
ランジスタのゲート電極と行毎に接続されている。ソース配線６０は、各画素回路３１に
含まれるスイッチング素子として動作する薄膜トランジスタのソース電極と列毎に接続さ
れている。電源配線は、各画素回路３１に含まれる駆動素子として動作する薄膜トランジ
スタのドレイン電極と列毎に接続されている。
【００３９】
　ここで、画素３０における画素回路３１の回路構成について、図２を用いて説明する。
図２は、本実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置における画素回路の構成を示す電気回路図
である。
【００４０】
　図２に示すように、画素回路３１は、駆動素子として動作する薄膜トランジスタ３２と
、スイッチング素子として動作する薄膜トランジスタ３３と、対応する画素３０に表示す
るためのデータを記憶するキャパシタ３４とで構成される。本実施の形態において、薄膜
トランジスタ３２は、有機ＥＬ素子４０を駆動するための駆動トランジスタであり、薄膜
トランジスタ３３は、画素３０を選択するためのスイッチングトランジスタである。
【００４１】
　薄膜トランジスタ３２は、薄膜トランジスタ３３のドレイン電極３３ｄ及びキャパシタ
３４の一端に接続されるゲート電極３２ｇと、電源配線７０に接続されるドレイン電極３
２ｄと、キャパシタ３４の他端と有機ＥＬ素子４０の陽極４１とに接続されるソース電極
３２ｓと、半導体膜（図示せず）とを備える。この薄膜トランジスタ３２は、キャパシタ
３４が保持しているデータ電圧に対応する電流を電源配線７０からソース電極３２ｓを通
じて有機ＥＬ素子４０の陽極４１に供給する。これにより、有機ＥＬ素子４０では、陽極
４１から陰極４３へと駆動電流が流れてＥＬ層４２が発光する。
【００４２】
　薄膜トランジスタ３３は、ゲート配線５０に接続されるゲート電極３３ｇと、ソース配
線６０に接続されるソース電極３３ｓと、キャパシタ３４の一端及び薄膜トランジスタ３
２のゲート電極３２ｇに接続されるドレイン電極３３ｄと、半導体膜（図示せず）とを備
える。この薄膜トランジスタ３３は、接続されたゲート配線５０及びソース配線６０に所
定の電圧が印加されると、当該ソース配線６０に印加された電圧がデータ電圧としてキャ
パシタ３４に保存される。
【００４３】
　なお、上記構成の有機ＥＬ表示装置１０では、ゲート配線５０とソース配線６０との交
点に位置する画素３０毎に表示制御を行うアクティブマトリクス方式が採用されている。
これにより、各画素３０（各サブ画素Ｒ、Ｇ、Ｂ）の薄膜トランジスタ３２及び３３によ
って、対応する有機ＥＬ素子４０が選択的に発光し、所望の画像が表示される。
【００４４】
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　上記のように構成された有機ＥＬ表示装置１０は、例えば、図３に示すようなテレビと
して利用することができる。なお、図３は、本実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置１０の
一例を示す外観図である。
【００４５】
　［薄膜トランジスタ］
　以下では、本実施の形態に係る薄膜トランジスタについて、図４、図５Ａ及び図５Ｂを
用いて説明する。なお、本実施の形態に係る薄膜トランジスタは、ボトムゲート型、かつ
、チャネル保護型の薄膜トランジスタである。
【００４６】
　図４は、本実施の形態に係る薄膜トランジスタ１００の平面図である。図５Ａ及び図５
Ｂは、本実施の形態に係る薄膜トランジスタ１００の概略断面図である。なお、図５Ａ及
び図５Ｂは、図４に示すＡ－Ａ断面を示している。
【００４７】
　図５Ａ及び図５Ｂに示すように、本実施の形態に係る薄膜トランジスタ１００は、基板
１１０と、ゲート電極１２０と、ゲート絶縁層１３０と、半導体層１４０と、チャネル保
護層１５０と、ソース電極１６０ｓ（下層電極）と、ドレイン電極１６０ｄ（上層電極）
と、層間絶縁層１７０とを備える。
【００４８】
　薄膜トランジスタ１００は、例えば、図２に示す薄膜トランジスタ３３である。すなわ
ち、薄膜トランジスタ１００は、スイッチングトランジスタとして利用できる。
【００４９】
　具体的には、図５Ａに示すように、薄膜トランジスタ１００が薄膜トランジスタ３３（
スイッチングトランジスタ）である場合、ゲート電極１２０がゲート電極３３ｇに、ソー
ス電極１６０ｓがソース電極３３ｓに、ドレイン電極１６０ｄがドレイン電極３３ｄに、
それぞれ相当する。図４に示すように、ゲート電極１２０は、ゲート配線５０に接続され
、ソース電極１６０ｓは、ソース配線６０に接続され、ドレイン電極１６０ｄは、キャパ
シタ３４の一端に接続されている。
【００５０】
　なお、ソース電極３３ｓが上層電極（ドレイン電極１６０ｄ）に相当し、ドレイン電極
３３ｄが下層電極（ソース電極１６０ｓ）に相当してもよい。言い換えると、下層電極（
ソース電極１６０ｓ）は、ソース電極３３ｓ及びドレイン電極３３ｄの一方に相当し、上
層電極（ドレイン電極１６０ｄ）は、ドレイン電極３３ｄ及びソース電極３３ｓの他方に
相当してもよい。
【００５１】
　また、薄膜トランジスタ１００は、例えば、図２に示す薄膜トランジスタ３２でもよい
。すなわち、薄膜トランジスタ１００は、駆動トランジスタとして利用してもよい。この
場合は、ソース電極３２ｓは、ドレイン電極３２ｄの上方に形成されてもよい。すなわち
、上層電極をソース電極３２ｓとして利用し、下層電極をドレイン電極３２ｄとして利用
する。
【００５２】
　具体的には、図５Ｂに示すように、薄膜トランジスタ１００が薄膜トランジスタ３２（
駆動トランジスタ）である場合、ゲート電極１２０がゲート電極３２ｇに、上層電極（ド
レイン電極１６０ｄ）がソース電極３２ｓに、下層電極（ソース電極１６０ｓ）がドレイ
ン電極３２ｄに、それぞれ相当する。これにより、駆動トランジスタの飽和領域特性がよ
り平坦となり、表示均一性を向上させることができる。
【００５３】
　基板１１０は、電気絶縁性を有する材料からなる基板である。例えば、基板１１０は、
無アルカリガラス、石英ガラス、高耐熱性ガラスなどのガラス材料、ポリエチレン、ポリ
プロピレン、ポリイミドなどの樹脂材料、シリコン、ガリウムヒ素などの半導体材料、絶
縁層をコーティングしたステンレスなどの金属材料からなる基板である。
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【００５４】
　なお、基板１１０は、樹脂基板などのフレキシブル基板でもよい。この場合、薄膜トラ
ンジスタ１００をフレキシブルディスプレイに利用することができる。
【００５５】
　ゲート電極１２０は、基板１１０上に所定形状で形成される。ゲート電極１２０の膜厚
は、例えば、２０ｎｍ～１０００ｎｍである。なお、ゲート電極１２０は、基板１１０の
上方に、例えば、バッファ層などを介して形成されてもよい。
【００５６】
　ゲート電極１２０は、導電性を有する材料からなる電極である。例えば、ゲート電極１
２０の材料として、モリブデン、アルミニウム、銅、タングステン、チタン、マンガン、
クロム、タンタル、ニオブ、銀、金、プラチナ、パラジウム、インジウム、ニッケル、ネ
オジムなどの金属、金属の合金、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化亜鉛錫（ＩＺＯ）、
アルミニウムドープ酸化亜鉛（ＡＺＯ）、ガリウムドープ酸化亜鉛（ＧＺＯ）などの導電
性金属酸化物、ポリチオフェン、ポリアセチレンなどの導電性高分子などを用いることが
できる。また、ゲート電極１２０は、これらの材料を積層した多層構造であってもよい。
【００５７】
　ゲート絶縁層１３０は、ゲート電極１２０と半導体層１４０との間に形成される。具体
的には、ゲート絶縁層１３０は、ゲート電極１２０を覆うようにゲート電極１２０上及び
基板１１０上に形成される。ゲート絶縁層１３０の膜厚は、例えば、５０ｎｍ～５００ｎ
ｍである。
【００５８】
　ゲート絶縁層１３０は、電気絶縁性を有する材料から構成される。例えば、ゲート絶縁
層１３０は、シリコン酸化膜、シリコン窒化膜、シリコン酸窒化膜、酸化アルミニウム膜
、酸化タンタル膜、酸化ハフニウム膜、酸化チタン膜などの単層膜、又は、これらの積層
膜である。
【００５９】
　半導体層１４０は、ゲート電極１２０に対向するように基板１１０の上方に形成される
。具体的には、半導体層１４０は、ゲート電極１２０に対向する位置に、かつ、ゲート絶
縁層１３０上に形成される。例えば、半導体層１４０は、ゲート電極１２０の上方におい
て、ゲート絶縁層１３０上に島状に形成される。半導体層１４０は、薄膜トランジスタ１
００のチャネル層として用いられる。半導体層１４０の膜厚は、例えば、２０ｎｍ～５０
０ｎｍである。
【００６０】
　半導体層１４０の材料としては、結晶構造もしくは非結晶構造を有するシリコン（Ｓｉ
）でもよいし、インジウム（Ｉｎ）、ガリウム（Ｇａ）、亜鉛（Ｚｎ）及び錫（Ｓｎ）の
うち、少なくとも１種を含む酸化物半導体材料を用いてもよい。例えば、半導体層１４０
は、アモルファス酸化インジウムガリウム亜鉛（ＩｎＧａＺｎＯ：ＩＧＺＯ）などの透明
アモルファス酸化物半導体（ＴＡＯＳ：Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　Ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　
Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）から構成される。
【００６１】
　Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎの比率は、例えば、約１：１：１である。また、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎの
比率は、０．８～１．２：０．８～１．２：０．８～１．２の範囲でもよいが、この範囲
には限られない。
【００６２】
　なお、チャネル層が透明アモルファス酸化物半導体で構成される薄膜トランジスタは、
キャリア移動度が高く、大画面及び高精細の表示装置に適している。また、透明アモルフ
ァス酸化物半導体は、低温成膜が可能であるため、プラスチック又はフィルムなどのフレ
キシブル基板上に容易に形成することができる。
【００６３】
　チャネル保護層１５０は、半導体層１４０上に形成された第１絶縁層の一例である。例
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えば、チャネル保護層１５０は、半導体層１４０を覆うように、半導体層１４０上、及び
、ゲート絶縁層１３０上に形成される。チャネル保護層１５０の膜厚は、例えば、５０ｎ
ｍ～１０００ｎｍである。
【００６４】
　チャネル保護層１５０は、電気絶縁性を有する材料から構成される。例えば、チャネル
保護層１５０は、シリコン酸化膜、シリコン窒化膜、シリコン酸窒化膜、酸化アルミニウ
ム膜などの無機材料から構成される膜、又は、シリコン、酸素及びカーボンを含む無機材
料から構成される膜などの単層膜、又は、これらの積層膜である。
【００６５】
　また、チャネル保護層１５０の一部は、貫通するように開口されている。つまり、チャ
ネル保護層１５０には、半導体層１４０の一部を露出させるためのコンタクトホール１５
０ａ及び１５０ｂが形成されている。
【００６６】
　コンタクトホール１５０ａは、ソース電極１６０ｓと半導体層１４０とを電気的に接続
するために、半導体層１４０のソースコンタクト領域を露出させるためのコンタクトホー
ルである。ソース電極１６０ｓを構成する材料は、例えば、コンタクトホール１５０ａの
壁面に沿って、半導体層１４０まで達している。あるいは、コンタクトホール１５０ａに
は、ソース電極１６０ｓを構成する材料が充填されていてもよい。
【００６７】
　コンタクトホール１５０ｂは、ドレイン電極１６０ｄと半導体層１４０とを電気的に接
続するために、半導体層１４０のドレインコンタクト領域を露出させるためのコンタクト
ホールである。ドレイン電極１６０ｄを構成する材料は、例えば、コンタクトホール１５
０ｂの壁面に沿って、半導体層１４０まで達している。あるいは、コンタクトホール１５
０ｂには、ドレイン電極１６０ｄを構成する材料が充填されていてもよい。
【００６８】
　ソース電極１６０ｓは、チャネル保護層１５０上に所定形状で形成される。具体的には
、ソース電極１６０ｓは、コンタクトホール１５０ａを介して半導体層１４０に接続され
るように、チャネル保護層１５０上に形成される。ソース電極１６０ｓの膜厚は、例えば
、１００ｎｍ～５００ｎｍである。
【００６９】
　ドレイン電極１６０ｄは、層間絶縁層１７０上に所定形状で形成される。具体的には、
ドレイン電極１６０ｄは、コンタクトホール１５０ｂと、層間絶縁層１７０に形成された
コンタクトホール１７０ａを介して半導体層１４０に接続されるように、層間絶縁層１７
０上に形成される。ドレイン電極１６０ｄの膜厚は、例えば、１００ｎｍ～１０００ｎｍ
である。なお、ドレイン電極１６０ｄは、有機ＥＬ素子の画素電極（アノード電極）と兼
用されてもよい。
【００７０】
　ソース電極１６０ｓ及びドレイン電極１６０ｄは、導電性を有する材料からなる電極で
ある。ソース電極１６０ｓ及びドレイン電極１６０ｄの材料としては、例えば、ゲート電
極１２０の材料と同一の材料を用いることができる。具体的には、ソース電極１６０ｓ及
びドレイン電極１６０ｄは、金属などの遮光性材料から構成される電極である。
【００７１】
　層間絶縁層１７０は、チャネル保護層１５０の上方に形成される第２絶縁層の一例であ
る。層間絶縁層１７０は、チャネル保護層１５０及びソース電極１６０ｓ上に形成される
。例えば、層間絶縁層１７０は、ソース電極１６０ｓを覆うように、チャネル保護層１５
０上、及び、ソース電極１６０ｓ上に形成される。層間絶縁層１７０の膜厚は、例えば、
１００ｎｍ～１０００ｎｍである。
【００７２】
　層間絶縁層１７０は、電気絶縁性を有する材料から構成される。例えば、層間絶縁層１
７０は、シリコン酸化膜、シリコン窒化膜、シリコン酸窒化膜、酸化アルミニウム膜、酸
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化タンタル膜、酸化ハフニウム膜、酸化チタン膜などの無機材料から構成される膜、又は
、シリコン、酸素及びカーボンを含む無機材料から構成される膜などの単層膜、又は、こ
れらの積層膜である。
【００７３】
　また、層間絶縁層１７０の一部は、貫通するように開口されている。つまり、層間絶縁
層１７０には、半導体層１４０の一部を露出させるためのコンタクトホール１７０ａが形
成されている。
【００７４】
　コンタクトホール１７０ａは、ドレイン電極１６０ｄと半導体層１４０とを電気的に接
続するために形成されたコンタクトホールである。コンタクトホール１７０ａは、チャネ
ル保護層１５０に形成されたコンタクトホール１５０ｂと連続している。ドレイン電極１
６０ｄを構成する材料は、例えば、コンタクトホール１７０ａ及び１５０ｂの壁面に沿っ
て、半導体層１４０まで達している。あるいは、コンタクトホール１７０ａには、ドレイ
ン電極１６０ｄを構成する材料が充填されていてもよい。
【００７５】
　以上のように、本実施の形態に係る薄膜トランジスタ１００では、ソース電極１６０ｓ
及びドレイン電極１６０ｄが、互いに異なる層に形成されている。言い換えると、ソース
電極１６０ｓ及びドレイン電極１６０ｄは、基板１１０からの高さが互いに異なる層に形
成されている。このため、ソース電極１６０ｓとドレイン電極１６０ｄとを基板水平方向
に離間させなくてもよいので、チャネル領域の長さ（チャネル長Ｌ）を短くすることがで
きる。
【００７６】
　チャネル領域は、コンタクトホール１５０ａとコンタクトホール１５０ｂとの間の半導
体層１４０の領域である。つまり、チャネル長Ｌは、図４、図５Ａ及び図５Ｂに示すよう
に、コンタクトホール１５０ａとコンタクトホール１５０ｂとの間の距離である。
【００７７】
　ソース電極１６０ｓ及びドレイン電極１６０ｄは、図５Ａ及び図５Ｂに示すように、互
いに異なる層に形成されているので、基板水平方向におけるソース電極１６０ｓとドレイ
ン電極１６０ｄとの間の距離（電極間距離Ｄ）を短くしても、ソース電極１６０ｓとドレ
イン電極１６０ｄとは、電気的に導通しない。したがって、例えば、平面視において、ソ
ース電極１６０ｓ及びドレイン電極１６０ｄによってチャネル領域を覆うことができる。
すなわち、電極間距離Ｄを０にすることができる。
【００７８】
　あるいは、図６に示すように、ソース電極１６０ｓの一部を覆うように、ドレイン電極
２６０ｄを形成することもできる。なお、図６は、本実施の形態に係る薄膜トランジスタ
の別の一例を示す図である。
【００７９】
　図６に示す薄膜トランジスタ２００は、図５Ａに示す薄膜トランジスタ１００と比較し
て、ドレイン電極１６０ｄの代わりにドレイン電極２６０ｄを備える点が異なっている。
【００８０】
　ドレイン電極２６０ｄは、ソース電極１６０ｓの一部を覆っていることを除いて、ドレ
イン電極１６０ｄと同一である。例えば、ドレイン電極２６０ｄの膜厚及び材料は、ドレ
イン電極１６０ｄと同一である。
【００８１】
　このように、平面視において、半導体層１４０のチャネル層は、ソース電極１６０ｓ及
びドレイン電極２６０ｄの少なくとも一方に覆われていてもよい。具体的には、平面視に
おいて、半導体層１４０は、ソース電極１６０ｓ及びドレイン電極２６０ｄの少なくとも
一方に覆われていてもよい。
【００８２】
　ソース電極１６０ｓ及びドレイン電極２６０ｄの少なくとも一方が遮光性材料から構成
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されている場合、半導体層１４０が酸化物半導体である場合には、薄膜トランジスタ２０
０の外部からの光が半導体層１４０に到達するのを抑制することにより、半導体層１４０
の光劣化による薄膜トランジスタ２００の特性の劣化を抑制することができる。
【００８３】
　また、半導体層１４０がシリコン半導体である場合には、薄膜トランジスタ２００の外
部からの光が半導体層１４０に到達するのを抑制することにより、半導体層１４０が光励
起されることによるキャリア生成を抑制することができ、薄膜トランジスタ２００のオフ
電流を抑制することができる。
【００８４】
　また、図４、図５Ａ及び図５Ｂに示すように、平面視において、コンタクト領域は、ゲ
ート電極１２０内に位置する。言い換えると、コンタクト領域は、ゲート電極１２０の直
上方向に位置する。
【００８５】
　より具体的には、平面視において、コンタクトホール１５０ａ及び１７０ａは、ゲート
電極１２０内に位置する。言い換えると、コンタクトホール１５０ａ及び１７０ａは、ゲ
ート電極１２０の直上方向に位置する。
【００８６】
　これにより、ゲート電極１２０に印加されるゲート電圧によって、コンタクト領域の半
導体層の状態を制御することができる。つまり、コンタクト領域内に高抵抗領域が形成さ
れるのを抑制することができるので、オン抵抗の増加を抑制することができる。
【００８７】
　さらに望ましくは、チャネル領域は、ゲート電極１２０内に位置する。言い換えると、
チャネル領域は、ゲート電極１２０の直上方向に位置する。
【００８８】
　より具体的には、平面視において、半導体層１４０は、ゲート電極１２０内に位置する
。言い換えると、半導体層１４０は、ゲート電極１２０の直上方向に位置する。
【００８９】
　これにより、ゲート電極１２０に印加されるゲート電圧によって、チャネル領域全体を
制御することができる。つまり、チャネル領域内に高抵抗領域が形成されるのを抑制する
ことができるので、オン抵抗の増加を抑制することができる。
【００９０】
　［薄膜トランジスタの製造方法］
　続いて、本実施の形態に係る薄膜トランジスタの製造方法について、図７～図１３を用
いて説明する。図７～図１３は、本実施の形態に係る薄膜トランジスタ１００の製造方法
を示す概略断面図である。
【００９１】
　まず、図７に示すように、基板１１０を準備し、基板１１０上に所定形状のゲート電極
１２０を形成する。
【００９２】
　具体的には、まず、図７の（ａ）に示すように、基板１１０上に金属膜１２１を成膜す
る。例えば、基板１１０としてガラス基板を準備し、基板１１０上にモリブデン膜（Ｍｏ
膜）と銅膜（Ｃｕ膜）とをスパッタリングによって順に成膜する。Ｍｏ膜及びＣｕ膜の膜
厚の合計は、例えば、２０ｎｍ～５００ｎｍである。
【００９３】
　次に、図７の（ｂ）に示すように、金属膜１２１上にレジスト１８０を形成する。例え
ば、レジスト１８０としては、感光性機能分子を含む高分子化合物からなるフォトレジス
トを用いることができる。スピンコーターなどを利用してフォトレジストを金属膜１２１
上に塗布し、プリベーク処理を行うことで、レジスト１８０を形成する。なお、レジスト
１８０の膜厚は、例えば、約２μｍである。
【００９４】
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　次に、図７の（ｃ）に示すように、レジスト１８０を加工することで、所定形状にパタ
ーニングされたレジスト１８０ａを形成する。例えば、ゲート電極１２０の形状に合わせ
たマスクを用いて露光、現像、ポストベークを順に行うことで、レジスト１８０ａを形成
する。
【００９５】
　次に、図７の（ｄ）に示すように、レジスト１８０ａをマスクとして用いて、金属膜１
２１の一部をウェットエッチングすることで、所定形状のゲート電極１２０を形成する。
例えば、Ｍｏ膜及びＣｕ膜のウェットエッチングは、過酸化水素水（Ｈ２Ｏ２）及び有機
酸を混合した薬液を用いて行うことができる。
【００９６】
　次に、図７の（ｅ）に示すように、レジスト１８０ａを剥離する。例えば、酸素プラズ
マを用いたアッシングにより、レジスト１８０ａを剥離する。
【００９７】
　続いて、図８に示すように、ゲート電極１２０上にゲート絶縁層１３０を形成する。例
えば、基板１１０上及びゲート電極１２０上に、ゲート絶縁層１３０をプラズマＣＶＤ（
Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）によって成膜する。
【００９８】
　具体的には、ゲート電極１２０を覆うように基板１１０上にシリコン窒化膜とシリコン
酸化膜とをプラズマＣＶＤによって順に成膜することで、ゲート絶縁層１３０を形成する
。ゲート絶縁層１３０の膜厚は、例えば、５０ｎｍ～３００ｎｍである。
【００９９】
　シリコン窒化膜は、例えば、シランガス（ＳｉＨ４）、アンモニアガス（ＮＨ３）及び
窒素ガス（Ｎ２）を導入ガスに用いることで成膜することができる。シリコン酸化膜は、
例えば、シランガス（ＳｉＨ４）と亜酸化窒素ガス（Ｎ２Ｏ）とを導入ガスに用いること
で成膜することができる。
【０１００】
　続いて、図９に示すように、基板１１０の上方、かつ、ゲート電極１２０に対向する位
置に半導体層１４０を形成する。
【０１０１】
　具体的には、まず、図９の（ａ）に示すように、基板１１０の上方、かつ、ゲート電極
１２０に対向する位置に半導体膜１４１を成膜する。例えば、ゲート絶縁層１３０上に半
導体膜１４１をスパッタリングによって成膜する。半導体膜１４１の膜厚は、例えば、２
０～２００ｎｍである。
【０１０２】
　具体的には、組成比Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１のターゲット材を用いた、酸素とア
ルゴン（Ａｒ）との混合ガス雰囲気でのスパッタリングによって、ゲート絶縁層１３０上
にアモルファスＩｎＧａＺｎＯ膜を成膜する。
【０１０３】
　次に、図９の（ｂ）に示すように、半導体膜１４１上にレジスト１８１を形成する。例
えば、レジスト１８１としては、フォトレジストを用いることができる。スピンコーター
などを利用してフォトレジストを半導体膜１４１上に塗布し、プリベーク処理を行うこと
で、レジスト１８１を形成する。なお、レジスト１８１の膜厚は、例えば、約２μｍであ
る。
【０１０４】
　次に、図９の（ｃ）に示すように、レジスト１８１を加工することで、所定形状にパタ
ーニングされたレジスト１８１ａを形成する。例えば、半導体層１４０の形状に合わせた
マスクを用いて露光、現像、ポストベークを順に行うことで、レジスト１８１ａを形成す
る。
【０１０５】
　次に、図９の（ｄ）に示すように、レジスト１８１ａをマスクとして用いて、半導体膜
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１４１の一部をウェットエッチングすることで、所定形状の半導体層１４０を形成する。
例えば、ＩｎＧａＺｎＯのウェットエッチングは、例えば、リン酸（Ｈ３ＰＯ４）、硝酸
（ＨＮＯ３）、酢酸（ＣＨ３ＣＯＯＨ）及び水を混合した薬液を用いて行うことができる
。
【０１０６】
　次に、図９の（ｅ）に示すように、レジスト１８１ａを剥離する。例えば、酸素プラズ
マを用いたアッシングにより、レジスト１８１ａを剥離する。
【０１０７】
　続いて、図１０に示すように、コンタクトホール１５０ａが形成されたチャネル保護層
１５２を、半導体層１４０上、及び、ゲート絶縁層１３０上に形成する。
【０１０８】
　具体的には、図１０の（ａ）に示すように、半導体層１４０上、及び、ゲート絶縁層１
３０上に、チャネル保護膜１５１を成膜する。例えば、半導体層１４０を覆うように、半
導体層１４０上、及び、ゲート絶縁層１３０上にチャネル保護膜１５１を成膜する。
【０１０９】
　具体的には、全面にシリコン酸化膜をプラズマＣＶＤによって成膜することで、チャネ
ル保護膜１５１を形成することができる。例えば、シリコン酸化膜の膜厚は、５０ｎｍ～
５００ｎｍである。シリコン酸化膜は、例えば、シランガス（ＳｉＨ４）と亜酸化窒素ガ
ス（Ｎ２Ｏ）とを導入ガスに用いることで成膜することができる。
【０１１０】
　次に、図１０の（ｂ）に示すように、チャネル保護膜１５１上にレジスト１８２を形成
する。例えば、レジスト１８２としては、フォトレジストを用いることができる。スピン
コーターなどを利用してフォトレジストをチャネル保護膜１５１上に塗布し、プリベーク
処理を行うことで、レジスト１８２を形成する。なお、レジスト１８２の膜厚は、例えば
、約２μｍである。
【０１１１】
　次に、図１０の（ｃ）に示すように、レジスト１８２を加工することで、所定形状にパ
ターニングされたレジスト１８２ａを形成する。例えば、コンタクトホール１５０ａの形
状に合わせたマスクを用いて露光、現像、ポストベークを順に行うことで、レジスト１８
２ａを形成する。
【０１１２】
　次に、図１０の（ｄ）に示すように、レジスト１８２ａをマスクとして用いて、チャネ
ル保護膜１５１の一部をドライエッチングすることで、所定の領域にコンタクトホール１
５０ａが形成されたチャネル保護層１５２を形成する。なお、コンタクトホール１５０ａ
は、半導体層１４０のソースコンタクト領域を露出させるように形成される。
【０１１３】
　例えば、チャネル保護膜１５１がシリコン酸化膜である場合、ドライエッチングとして
反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）を用いることができる。このとき、エッチングガスと
しては、例えば、四フッ化炭素（ＣＦ４）及び酸素ガス（Ｏ２）を用いることができる。
ガス流量、圧力、印加電力及び周波数などのパラメータは、基板サイズ、エッチングの膜
厚などによって適宜設定される。
【０１１４】
　次に、図１０の（ｅ）に示すように、レジスト１８２ａを剥離する。例えば、酸素プラ
ズマを用いたアッシングにより、レジスト１８２ａを剥離する。
【０１１５】
　続いて、図１１に示すように、コンタクトホール１５０ａを介して半導体層１４０に接
続するソース電極１６０ｓを形成する。
【０１１６】
　具体的には、まず、図１１の（ａ）に示すように、コンタクトホール１５０ａを介して
半導体層１４０に接続するように、金属膜１６０を形成する。具体的には、チャネル保護
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層１５２上及びコンタクトホール１５０ａ内に金属膜１６０を成膜する。
【０１１７】
　例えば、チャネル保護層１５２上及びコンタクトホール１５０ａ内に、Ｍｏ膜とＣｕ膜
とＣｕＭｎ膜とをスパッタリングによって順に成膜することで、金属膜１６０を形成する
。なお、金属膜１６０の膜厚は、例えば、１００ｎｍ～５００ｎｍである。
【０１１８】
　図１１の（ｂ）に示すように、金属膜１６０上にレジスト１８３を形成する。例えば、
レジスト１８３としては、フォトレジストを用いることができる。スピンコーターなどを
利用してフォトレジストを金属膜１６０上に塗布し、プリベーク処理を行うことで、レジ
スト１８３を形成する。なお、レジスト１８３の膜厚は、例えば、約２μｍである。
【０１１９】
　次に、図１１の（ｃ）に示すように、レジスト１８３を加工することで、所定形状にパ
ターニングされたレジスト１８３ａを形成する。例えば、ソース電極１６０ｓの形状に合
わせたマスクを用いて露光、現像、ポストベークを順に行うことで、レジスト１８３ａを
形成する。
【０１２０】
　次に、図１１の（ｄ）に示すように、レジスト１８３ａをマスクとして用いて、金属膜
１６０の一部をウェットエッチングすることで、所定形状のソース電極１６０ｓを形成す
る。例えば、Ｍｏ膜、Ｃｕ膜及びＣｕＭｎ膜のウェットエッチングは、過酸化水素水（Ｈ

２Ｏ２）及び有機酸を混合した薬液を用いて行うことができる。
【０１２１】
　次に、図１１の（ｅ）に示すように、レジスト１８３ａを剥離する。例えば、酸素プラ
ズマを用いたアッシングにより、レジスト１８３ａを剥離する。
【０１２２】
　続いて、図１２に示すように、コンタクトホール１７０ａが形成された層間絶縁層１７
０を、ソース電極１６０ｓ上、及び、チャネル保護層１５０上に形成する。
【０１２３】
　具体的には、図１２の（ａ）に示すように、ソース電極１６０ｓ上、及び、チャネル保
護層１５２上に、層間絶縁膜１７１を成膜する。例えば、ソース電極１６０ｓを覆うよう
に、ソース電極１６０ｓ上、及び、チャネル保護層１５２上に層間絶縁膜１７１を成膜す
る。
【０１２４】
　具体的には、全面にシリコン酸化膜をプラズマＣＶＤによって成膜することで、層間絶
縁膜１７１を形成することができる。例えば、シリコン酸化膜の膜厚は、５０ｎｍ～５０
０ｎｍである。シリコン酸化膜は、例えば、シランガス（ＳｉＨ４）と亜酸化窒素ガス（
Ｎ２Ｏ）とを導入ガスに用いることで成膜することができる。
【０１２５】
　次に、図１２の（ｂ）に示すように、層間絶縁膜１７１上にレジスト１８４を形成する
。例えば、レジスト１８４としては、フォトレジストを用いることができる。スピンコー
ターなどを利用してフォトレジストを層間絶縁膜１７１上に塗布し、プリベーク処理を行
うことで、レジスト１８４を形成する。なお、レジスト１８４の膜厚は、例えば、約２μ
ｍである。
【０１２６】
　次に、図１２の（ｃ）に示すように、レジスト１８４を加工することで、所定形状にパ
ターニングされたレジスト１８４ａを形成する。例えば、コンタクトホール１７０ａの形
状に合わせたマスクを用いて露光、現像、ポストベークを順に行うことで、レジスト１８
４ａを形成する。
【０１２７】
　次に、図１２の（ｄ）に示すように、レジスト１８４ａをマスクとして用いて、層間絶
縁膜１７１の一部と、チャネル保護層１５２の一部とをドライエッチングすることで、所
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定の領域にコンタクトホール１７０ａが形成された層間絶縁層１７０と、コンタクトホー
ル１５０ｂが形成されたチャネル保護層１５０とを形成する。なお、コンタクトホール１
７０ａ及びコンタクトホール１５０ｂは、半導体層１４０のドレインコンタクト領域を露
出させるように形成される。
【０１２８】
　例えば、層間絶縁膜１７１及びチャネル保護層１５２がシリコン酸化膜である場合、ド
ライエッチングとして反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）を用いることができる。このと
き、エッチングガスとしては、例えば、四フッ化炭素（ＣＦ４）及び酸素ガス（Ｏ２）を
用いることができる。ガス流量、圧力、印加電力及び周波数などのパラメータは、基板サ
イズ、エッチングの膜厚などによって適宜設定される。
【０１２９】
　次に、図１２の（ｅ）に示すように、レジスト１８４ａを剥離する。例えば、酸素プラ
ズマを用いたアッシングにより、レジスト１８４ａを剥離する。
【０１３０】
　なお、コンタクトホール１７０ａとコンタクトホール１５０ｂとを１つの工程で形成す
る例について示したが、これに限らない。コンタクトホール１７０ａとコンタクトホール
１５０ｂとを異なる工程で形成してもよい。
【０１３１】
　続いて、図１３に示すように、コンタクトホール１７０ａ及び１５０ｂを介して半導体
層１４０に接続するドレイン電極１６０ｄを形成する。
【０１３２】
　具体的には、まず、図１３の（ａ）に示すように、コンタクトホール１７０ａ及び１５
０ｂを介して半導体層１４０に接続するように、金属膜１６１を形成する。具体的には、
層間絶縁層１７０上並びにコンタクトホール１７０ａ及び１５０ｂ内に金属膜１６１を成
膜する。
【０１３３】
　例えば、層間絶縁層１７０上並びにコンタクトホール１７０ａ及び１５０ｂ内に、Ｍｏ
膜とＣｕ膜とＣｕＭｎ膜とをスパッタリングによって順に成膜することで、金属膜１６１
を形成する。なお、金属膜１６１の膜厚は、例えば、１００ｎｍ～５００ｎｍである。
【０１３４】
　図１３の（ｂ）に示すように、金属膜１６１上にレジスト１８５を形成する。例えば、
レジスト１８５としては、フォトレジストを用いることができる。スピンコーターなどを
利用してフォトレジストを金属膜１６１上に塗布し、プリベーク処理を行うことで、レジ
スト１８５を形成する。なお、レジスト１８５の膜厚は、例えば、約２μｍである。
【０１３５】
　次に、図１３の（ｃ）に示すように、レジスト１８５を加工することで、所定形状にパ
ターニングされたレジスト１８５ａを形成する。例えば、ドレイン電極１６０ｄの形状に
合わせたマスクを用いて露光、現像、ポストベークを順に行うことで、レジスト１８５ａ
を形成する。
【０１３６】
　次に、図１３の（ｄ）に示すように、レジスト１８５ａをマスクとして用いて、金属膜
１６１の一部をウェットエッチングすることで、所定形状のドレイン電極１６０ｄを形成
する。例えば、Ｍｏ膜、Ｃｕ膜及びＣｕＭｎ膜のウェットエッチングは、過酸化水素水（
Ｈ２Ｏ２）及び有機酸を混合した薬液を用いて行うことができる。
【０１３７】
　次に、図１３の（ｅ）に示すように、レジスト１８５ａを剥離する。例えば、酸素プラ
ズマを用いたアッシングにより、レジスト１８５ａを剥離する。
【０１３８】
　以上のようにして、図５Ａ及び図５Ｂに示す薄膜トランジスタ１００を製造することが
できる。
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【０１３９】
　なお、図６に示す薄膜トランジスタ２００も同様にして製造することができる。具体的
には、図７～図１２までは同様の工程を行い、以降、図１４に示す工程に従って薄膜トラ
ンジスタ２００を製造すればよい。ここで、図１４は、本実施の形態に係る薄膜トランジ
スタ２００の製造方法を示す概略断面図である。
【０１４０】
　図１４に示すように、コンタクトホール１７０ａ及び１５０ｂを介して半導体層１４０
に接続するドレイン電極２６０ｄを形成する。図１３と比較して異なる点は、レジスト１
８５をパターニングした後の形状である。
【０１４１】
　具体的には、図１４の（ｃ）に示すように、レジスト１８５を加工することで、所定形
状にパターニングされたレジスト１８５ｂを形成する。例えば、ドレイン電極２６０ｄの
形状に合わせたマスクを用いて露光、現像、ポストベークを順に行うことで、レジスト１
８５ｂを形成する。
【０１４２】
　このように、レジスト１８５ｂの形状が、図１３に示すレジスト１８５ａと異なってい
る。すなわち、レジスト１８５ｂは、ソース電極１６０ｓの一部を覆うような形状のドレ
イン電極２６０ｄに合わせた形状にパターニングされている。
【０１４３】
　次に、図１４の（ｄ）に示すように、レジスト１８５ｂをマスクとして用いて、金属膜
１６１の一部をウェットエッチングすることで、所定形状のドレイン電極２６０ｄを形成
する。例えば、Ｍｏ膜、Ｃｕ膜及びＣｕＭｎ膜のウェットエッチングは、過酸化水素水（
Ｈ２Ｏ２）及び有機酸を混合した薬液を用いて行うことができる。
【０１４４】
　次に、図１４の（ｅ）に示すように、レジスト１８５ｂを剥離する。例えば、酸素プラ
ズマを用いたアッシングにより、レジスト１８５ｂを剥離する。
【０１４５】
　以上のようにして、図６に示す薄膜トランジスタ２００を製造することができる。
【０１４６】
　［まとめ］
　以上のように、本実施の形態に係る表示装置は、薄膜トランジスタ１００を有する画素
回路３１を備える有機ＥＬ表示装置１０であって、薄膜トランジスタ１００は、ゲート電
極１２０と、ゲート電極１２０の上方に形成された半導体層１４０と、ゲート電極１２０
と半導体層１４０との間に形成されたゲート絶縁層１３０と、半導体層１４０上に形成さ
れたチャネル保護層１５０と、チャネル保護層１５０の上方に形成された、半導体層１４
０と電気的に接続されるソース電極１６０ｓ及びドレイン電極１６０ｄとを備え、ソース
電極１６０ｓ及びドレイン電極１６０ｄは、互いに異なる層に形成されている。
【０１４７】
　これにより、ソース電極１６０ｓとドレイン電極１６０ｄとを基板水平方向に離間させ
なくてもよいので、チャネル長Ｌを短くすることができる。チャネル長Ｌを短くすること
で、オン抵抗を低減することができ、薄膜トランジスタ１００の特性を向上させることが
できる。
【０１４８】
　図１５は、本実施の形態に係るソース電極１６０ｓとドレイン電極１６０ｄとが同層又
は異なる層に形成された場合のチャネル長について説明するための概略断面図である。
【０１４９】
　例えば、図１５の（ｂ）に示す薄膜トランジスタ３００のように、ソース電極１６０ｓ
とドレイン電極１６０ｄとが同層に形成されている場合、ソース電極１６０ｓとドレイン
電極１６０ｄとを基板水平方向に離間させなければならない。つまり、図１５の（ｂ）に
示す電極間距離Ｄ２を一定値以上に必ず確保しなければならない。例えば、ソース電極１
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６０ｓとドレイン電極１６０ｄとは、例えば、４μｍ離れて形成される。
【０１５０】
　また、ソース電極１６０ｓとドレイン電極１６０ｄとはそれぞれ、半導体層１４０と良
好なコンタクトを得るために、コンタクトホール内の半導体層１４０の露出部分を確実に
覆うことが好ましい。このために、ソース電極１６０ｓとドレイン電極１６０ｄとは、平
面視において、コンタクトホールのエッジよりも所定の幅だけ外側にはみ出るように形成
される。つまり、図１５の（ａ）及び（ｂ）に示すように、ソース電極１６０ｓは、コン
タクトホール１５０ａから幅Ａだけはみ出ており、ドレイン電極１６０ｄは、コンタクト
ホール１５０ｂから幅Ｂだけはみ出ている。幅Ａ及び幅Ｂはそれぞれ、例えば、４μｍで
ある。
【０１５１】
　したがって、従来のようにソース電極１６０ｓとドレイン電極１６０ｄとが同層に形成
されている場合は、例えば、コンタクトホール１５０ａ及び１５０ｂ間の距離であるチャ
ネル長Ｌ２は、１２μｍになる。
【０１５２】
　これに対して、本実施の形態に係る薄膜トランジスタ１００では、ソース電極１６０ｓ
とドレイン電極１６０ｄとが、互いに異なる層に形成されるので、水平方向に離間させる
必要がなく、チャネル長を１２μｍより小さくすることができる。例えば、図１５の（ａ
）に示すように、電極間距離Ｄ１を電極間距離Ｄ２より短く、例えば、２μｍにすること
ができ、この場合は、チャネル長Ｌ１は１０μｍとなる。あるいは、図６に示すように、
電極間距離Ｄを０又は負の値（ソース電極１６０ｓ及びドレイン電極２６０ｄが一部重な
っている）にすることもできる。
【０１５３】
　また、チャネル長Ｌを短くするので、画素レイアウト内における薄膜トランジスタ１０
０の占める面積を小さくすることができる。つまり、オン抵抗の低減と画素の高精細化と
を実現することができる。
【０１５４】
　また、平面視において、半導体層１４０のチャネル層が、遮光性材料から構成されるソ
ース電極１６０ｓ及びドレイン電極２６０ｄの少なくとも一方に覆われている場合には、
薄膜トランジスタ１００の外部からの光が半導体層１４０に到達するのを抑制することが
できる。これにより、半導体層１４０の光劣化による薄膜トランジスタ１００の特性の劣
化を抑制することができる。
【０１５５】
　また、チャネル領域がゲート電極１２０の直上方向に位置するので、ゲート電極１２０
に印加されるゲート電圧によって、チャネル領域全体を制御することができる。つまり、
チャネル領域内に高抵抗領域が形成されるのを抑制することができるので、オン抵抗の増
加を抑制することができる。
【０１５６】
　（他の実施の形態）
　以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態を説明した。し
かしながら、本開示における技術は、これらに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加
、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。
【０１５７】
　例えば、上記実施の形態では、チャネル保護層１５０上にソース電極１６０ｓを形成し
、層間絶縁層１７０上にドレイン電極１６０ｄを形成したが、ソース電極１６０ｓとドレ
イン電極１６０ｄの形成される位置は、逆でもよい。
【０１５８】
　また、チャネル保護層１５０にコンタクトホール１５０ａを形成するときに、同時にコ
ンタクトホール１５０ｂを形成してもよい。具体例について、図１６～図１８を用いて説
明する。なお、図１６～図１８は、実施の形態の変形例に係る薄膜トランジスタの製造方
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法を示す概略断面図である。
【０１５９】
　本変形例に係る薄膜トランジスタの製造方法では、図１０と比較して、図１６の（ｃ）
に示すように、レジスト１８２を加工したときの形状が異なっている。具体的には、レジ
スト１８２を加工することで、所定形状にパターニングされたレジスト１８２ｂを形成す
る。例えば、コンタクトホール１５０ａ及び１５０ｂの形状に合わせたマスクを用いて露
光、現像、ポストベークを順に行うことで、レジスト１８２ｂを形成する。
【０１６０】
　次に、図１６の（ｄ）に示すように、レジスト１８２ｂをマスクとして用いて、チャネ
ル保護膜１５１の一部をドライエッチングすることで、所定の領域にコンタクトホール１
５０ａ及び１５０ｂが形成されたチャネル保護層１５０を形成する。
【０１６１】
　次に、図１６の（ｅ）に示すように、レジスト１８２ｂを剥離する。例えば、酸素プラ
ズマを用いたアッシングにより、レジスト１８２ｂを剥離する。
【０１６２】
　以上のように、コンタクトホール１５０ａ及び１５０ｂを同時に形成することができる
。
【０１６３】
　なお、以降の工程では、成膜した材料がコンタクトホール１５０ｂに埋め込まれるので
、エッチングなどで除去する必要がある。例えば、図１７に示すように、ソース電極１６
０ｓを形成する工程において、金属膜１６０がコンタクトホール１５０ｂに埋め込まれる
（図１７の（ａ）参照）。
【０１６４】
　したがって、図１７の（ｄ）に示すように、金属膜１６０をウェットエッチングする際
に、コンタクトホール１５０ｂに埋め込まれた金属膜１６０も除去する。なお、ソース電
極１６０ｓとドレイン電極１６０ｄとが同一の材料で構成される場合は、コンタクトホー
ル１５０ｂ内の金属膜１６０は除去されなくてもよい。
【０１６５】
　また、図１８に示すように、層間絶縁層１７０を形成する工程において、層間絶縁膜１
７１がコンタクトホール１５０ｂ内に埋め込まれる（図１８の（ａ）参照）。したがって
、図１８の（ｄ）に示すように、コンタクトホール１７０ａを形成する際に、半導体層１
４０が露出するまで層間絶縁膜１７１をエッチングする。
【０１６６】
　また、例えば、上記実施の形態において、図１０に示すように、チャネル保護膜１５１
を全面成膜後に、コンタクトホール１５０ａを形成したが、これに限られない。例えば、
半導体層１４０が露出するように予め所定形状にパターニングされたチャネル保護層１５
２を形成してもよい。
【０１６７】
　つまり、チャネル保護層１５０を形成する工程では、半導体層１４０の一部が露出する
ようにチャネル保護層１５０を形成すればよい。また、ソース電極１６０ｓ及びドレイン
電極１６０ｄを形成する工程では、露出した部分で半導体層１４０に接続されるようにソ
ース電極１６０ｓ及びドレイン電極１６０ｄを形成すればよい。
【０１６８】
　半導体層１４０など所定形状にパターニングが必要な層の形成も同様である。すなわち
、全面成膜後にパターニングするのではなく、予め所定形状にパターニングされた半導体
層１４０を形成してもよい。
【０１６９】
　また、上記実施の形態では、半導体層に用いる酸化物半導体は、アモルファスのＩｎＧ
ａＺｎＯに限られない。例えば、多結晶ＩｎＧａＯなどの多結晶半導体でもよい。
【０１７０】



(20) JP 6330207 B2 2018.5.30

10

20

30

40

50

　また、上記実施の形態では、薄膜トランジスタが酸化物半導体層を備える構成について
説明したが、これに限らない。薄膜トランジスタは、単結晶半導体、化合物半導体などの
酸化物ではない半導体材料を主成分とする半導体層を備えてもよい。例えば、結晶構造も
しくは非結晶構造を有するシリコン（Ｓｉ）である。
【０１７１】
　また、上記実施の形態では、薄膜トランジスタを用いた表示装置として有機ＥＬ表示装
置について説明したが、上記実施の形態における薄膜トランジスタは、液晶表示装置など
、アクティブマトリクス基板が用いられる他の表示装置にも適用することができる。
【０１７２】
　また、上記実施の形態で示す表示装置は、ゲートドライバ及びソースドライバなどの駆
動回路を備えてもよく、又は、備えていなくてもよい。
【０１７３】
　また、上述した有機ＥＬ表示装置などの表示装置（表示パネル）については、フラット
パネルディスプレイとして利用することができ、テレビジョンセット、パーソナルコンピ
ュータ、携帯電話など、表示パネルを有するあらゆる電子機器に適用することができる。
特に、大画面及び高精細の表示装置に適している。
【０１７４】
　その他、各実施の形態及び変形例に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる
形態や、本開示における発明の主旨を逸脱しない範囲で各実施の形態及び変形例における
構成要素及び機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本発明に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１７５】
　本開示に係る表示装置及び薄膜トランジスタ基板は、例えば、有機ＥＬ表示装置などの
表示装置などに利用することができる。
【符号の説明】
【０１７６】
１０　有機ＥＬ表示装置
２０　ＴＦＴ基板
３０　画素
３１　画素回路
３２、３３、１００、２００、３００　薄膜トランジスタ
３２ｄ、３３ｄ、１６０ｄ、２６０ｄ　ドレイン電極
３２ｇ、３３ｇ、１２０　ゲート電極
３２ｓ、３３ｓ、１６０ｓ　ソース電極
３４　キャパシタ
４０　有機ＥＬ素子
４１　陽極
４２　ＥＬ層
４３　陰極
５０　ゲート配線
６０　ソース配線
７０　電源配線
１１０　基板
１２１、１６０、１６１　金属膜
１３０　ゲート絶縁層
１４０　半導体層
１４１　半導体膜
１５０、１５２　チャネル保護層
１５０ａ、１５０ｂ、１７０ａ　コンタクトホール
１５１　チャネル保護膜
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１７０　層間絶縁層
１７１　層間絶縁膜
１８０、１８０ａ、１８１、１８１ａ、１８２、１８２ａ、１８２ｂ、１８３、１８３ａ
、１８４、１８４ａ、１８５、１８５ａ、１８５ｂ　レジスト

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５Ａ】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】
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